
板橋区ＤＸ推進本部設置要綱 

 

（平成 12年 10月 20日区長決定） 

（令和 6年 3月 21日区長決定） 

 

（目的及び設置） 

第１条 板橋区がＩＣＴ（情報通信技術）の活用を核としたデジタルトランスフォーメー

ションの実現に向けて、総合的に情報化施策の調整、推進等を行うことにより、区民及

び区がＩＣＴの利便性を享受できる環境を整備し、区民サービスの一層の向上、業務の

効率化を図るため、板橋区ＤＸ推進本部（以下「本部」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 本部は、次の事項を所掌する。  

(1) 情報化施策の総合調整及び推進に関すること  

(2) 地域における情報化の推進に関すること 

(3) その他区長が必要と認める事項に関すること  

 

（構成） 

第３条  本部は、本部長、情報統括責任者（以下「ＣＩＯ」という。）、最高情報セキュリ

ティ責任者（以下「ＣＩＳＯ」という。）及び本部員をもって構成する。  

２ 本部長は区長とし、本部の統括及びその意思決定を行うものとする。 

３  ＣＩＯは副区長とし、前条に規定する所掌事務の統括及び本部長の補佐をする。 

４ ＣＩＯは、第１条に規定する目的に関する事項全般について、ＩＣＴの専門的見地か

ら助言を行う者としてＣＩＯ補佐官を置き、その職務を補佐させることができる。 

５ ＣＩＳＯは副区長とし、区における全てのネットワーク、情報システム等の情報資産

の管理及び情報セキュリティ対策に関する権限及び責任を有する。 

６ ＣＩＳＯは、区の情報セキュリティに関する事項全般について、専門的な見地から助

言を行う者としてＣＩＳＯ補佐官を置き、その職務を補佐させることができる。 

７  本部員の構成は、東京都板橋区庁議規程第２条の規定を準用する。 

８  前項に掲げる者のほか、本部長は、必要と認める者を本部員に指名することができる。  

 

（会議）  

第４条  本部長は、必要に応じて本部を招集し、会議を主宰する。  

２  本部長に事故があるときは、ＣＩＯがその職務を代理する。  

３ 本部長は、第１項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、全庁ＬＡＮシス

テムポータルサイトに設置する電子会議室又はメールで会議を主宰することができる。 

 

（部 会）  

第５条  本部の下に次の各号に掲げる部会を置く。  

(1) 情報化推進部会  



(2) 情報セキュリティ部会 

(3) 情報システム検討部会 

２  部会長は、必要により部会の下に、具体的事項を検討する組織として分科会を設ける

ことができる。 

３ 部会長は、部会員の他、必要と認める者を分科会の構成員に指名することができる。 

４  部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。  

５  各部会について、必要な事項は要領で定める。  

 

（庶務） 

第６条  本部、ＣＩＯ及びＣＩＳＯの庶務は、政策経営部ＩＴ推進課において処理する。 

２  部会及び分科会の庶務は、部会の主たる調査・検討事項を所掌する課において処理

する。  

 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長が定め

る。  

 

付 則 

この要綱は、平成１２年１０月２０日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、平成１８年１２月１５日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 



 

付 則 

この要綱は、平成２０年１２月３日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、平成２２年３月２３日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、平成２２年９月１４日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は、平成２５年６月３日から施行する。 

 

付  則  

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は、平成２７年７月２８日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は、平成２７年９月７日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は、平成２７年１１月１０日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 



付  則 

この要綱は、平成２９年３月２９日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

付  則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

（板橋区施設利用管理システム連絡調整会議設置要綱等の廃止） 

２ 次に掲げる要綱は、廃止する。 

(1) 板橋区施設利用管理システム連絡調整会議設置要綱 

(2) 板橋区ホームページ用地図情報システム運営要綱 

(3) 板橋区統合型地理情報システム管理運営要綱 

 

 付 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


